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はじめに

企業活動のグローバル化とそれに伴う産業の空洞化の進展により、日本におけるものづ
くり現場は大きな転換期を迎えている。しかしながら日本のこれからの発展を支える産業
の中心はやはり製造業であり、ものづくり産業の基盤としての技能の重要性は今後も変わ
ることはない。
日本において生産されるものと海外において生産されるものは選別されるようになって
きた。このような変化は、当然　その基盤を支えている技能者のあり方にも影響を与えて
くる。アジア諸国の技能者に比べて日本の技能者の持つ長所は、高精度な加工等ができる
といった技能そのもののレベルの高さと、それを可能にする素材・加工への理解や段取り
の巧みさといった知的熟練（いわゆる「考える技能者」）の部分であるが、今後はこれら
の長所を生かしつつも、上記の生産パラダイムの変化に対応した技能を身につけていく必
要がある。
日本の企業にとって、熟練技能までを視野に入れたＩＣＭ（知的資本管理）は次世代技
術の原石である。各企業が長年培ってきた熟練工の技の伝承などを取り入れる流れを作れ
ばさまざまな観点から企業の新たなる価値を見出すことが出来ると思われる。このような
状況下、日本においても従来のものづくりをそのまま続けていくのではなく、日本人の特
徴を活かしたものづくりを今後は行っていく必要がある。その高度な技能者養成の役割が
高度職業訓練に期待されている。
このような背景の下、職業能力開発総合大学校　能力開発研究センターでは『高度職業
訓練が担う日本に残すべき技能についての調査研究』を実施した。本調査報告は、今後日
本が担っていくべき技能に関する考え方・捉え方・認識等を明らかにした。
なお、本調査研究にあたり、協力いただいた委員の方々に心よりお礼申し上げます。
2003年３月

職業能力開発総合大学
能力開発研究センター
所　長　池本　喬三
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序

「高度職業訓練が担う日本に残すべき技能についての調査研究」を実施するにあたり、

本研究の結果が職業能力開発大学校において実施される高度職業訓練のカリキュラム内容

変更を反映しつつ、目まぐるしく変化する産業構造下の製造業の現場でその内容が活かさ

なければならないこと。そして今後、企業が求めている技能者像、企業を生き生きさせて

いくための人材育成、企業が期待する高度職業訓練とは何かを探っていきたい。

第１節　調査研究の背景と目的

調査研究の背景としては、産業の空洞化が言われて久しいが、物質資源に乏しい我が国

においては、高付加価値の製品開発やサービスが新分野展開において生き残るための条件

として求められている。これらを担い得る高度な知識及び能力を有する人材育成が最重要

課題である。

とりわけ、中国をはじめとする東アジア諸国との競争に打ち勝っていくためには、我が国

しかできない独自の技能・技術をもって立ち向かわなければならない。企業にとっても、

技術競争力を維持し、国内外企業の競争に打ち勝つためには他にないオンリーワンの技

能・技術を必要とする。

目的としては、高度職業訓練を実施している職業能力開発大学校等については、その設

置目的を果たすため、専門課程、応用課程及び応用短期課程を設置している。その、カリ

キュラム・シラバスについては、年々見直しを行いつつ訓練を実施している。この報告内

容を高度職業訓練のカリキュラム・シラバスに反映されれば幸いである。テーマが高度職

業訓練のいわば生き残りとも言えるものであるから」できるだけプラス（ポジティブ）な

方向にもっていきたい｡真に高度な技能・技術とはどのようなものかは、市場のニーズか

ら来るものであり、その尺度というものは常に時代とともに変わっていくものと考えてい

る。

第２節　調査研究体勢と経過概略

１．プロジェクト委員会の発足

当プロジェクトの事務局は当職業能力開発総合大学校能力開発研究センター調査研究室

に設置したが、委員会メンバーは各界にて幅広く職業能力開発に携わっている方々を中心

に選出した。

このテーマは１年間であり、プロジェクトの実質な活動は平成14年６月から開始した。

第１回委員会では、調査研究テーマ（案）、「ものづくり基盤技術振興基本法第８条に基づ

く年次報告」（略称：製造基盤白書）、高度熟練技能者の定義、ものづくり人材教育研究会
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資料（黒田精工（株） 横田悦二郎氏のー製造現場からものづくり人材―、―技能のデジ

タル化はどこまで可能か？―）等の資料を基に①高度熟練技能者とは、②我が国の技能の

空洞化問題、③技能伝承のあり方等について討議を重ねた。

その中で「高度熟練技能者」の事が議論となり、「機械に代替えできない高度な技能を

駆使して、高精度・高品質の製品を作り出すことが出来る技能者、または機械で作る製品

以上の精度と品質の製品を作ることの出来る技能者」と言われている。労働市場あっての

技能者であり、新製品開発・新分野展開にはやはり熟練技能者がなくては前に進まない。

この高度熟練技能者が如何なるキアリアを積み、如何なる教育訓練を受けたかに議論が集

中した。キーポイントとして今、国内外の競争に打ち勝つために、あるいは競争力を維

持・保持するために、他の企業のどこにもないものを創るために必要な創造型の技能・技

術教育とは何かを探った。

第２回委員会では、「高度熟練技能審査委員会報告書」（中央職業能力開発協会）、「ＪＡ

Ｍ産業政策資料」、「これからの日本のものづくりを担う人材育成に関するアンケート調査」

（ＪＡＭ）、「日本の高度技能の課題」（能力開発研究センター）の資料を基に、ヒアリング

調査内容、高度職業訓練担う日本に残すべき技能についての調査研究報告書（案）につい

て討議した。 企業ヒアリングは、調査対象分野を５分野程度選定し、各分野の中堅企業

（従業員規模50人～300人程度）で人材育成に関心を持つ企業を選定し、当該分野の現況・

課題等を事前情報として整理し、その上で、各分野10件以上のヒアリングを実施すること

した。三井情報開発株式会社総合研究所　主任研究員　樋口　健氏を中心に大田区の中小

の企業にヒアリングを実施した。企業等の紹介にあたり（社）大田工業連合会事務局長

高野六雄氏にご協力をいただいた。

第３回委員会、第４回委員会では、ヒアリング結果についての確認、「考える技能者像」

についての討議と報告書の査読を実施した。

特に、その現場側の企業が求めているものと、職業訓練を実施する側が求めているものと

の共通点や違いなどについて討議を重ねた。現場の声を真摯に受け止めた記述の報告書し

なければならないとの意見で一致した。

報告書の執筆にあたり、執筆担当一覧にありますように、労働界、大学関係者、現場で

指導している教員、能力開発研究センターの方々などの専門分野を活かした体勢とした。

全体的な査読を職業能力開発総合大学校名誉教授　田村　公男氏にお願いした。

2003年３月

辻　栄一記
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「高度職業訓練が担う日本に残すべき技能に関する調査研究」
委員名簿及び執筆担当（50音順）

伊　藤　隆　志 東北職業能力開発大学校　助教授 第２章

伊　藤　昌　樹 関東職業能力開発大学校　助教授 第３章

大　藪　千　治 千葉職業能力開発促進センター　助教授 第２章

小　渡　邦　昭 東海職業能力開発大学校　教授 第４章

清　水　宣　行 ＪＡＭ　産業・業種政策局　次長 第１章

鈴　木　　　勉 東京障害者職業能力開発校　主任 第３章

高　野　六　雄 (社)大田工業連合会　事務局長

田　村　公　男 職業能力開発総合大学校名誉教授　　　

辻　　　栄　一 職業能力開発総合大学校能力開発研究センター 第２章、第５章

調査研究室長

前　田　　　亮 東アジア民族研究所　所長 第３章

京都市立芸術大学　非常勤講師

樋　口　　　健 三井情報開発株式会社　総合研究所 第２章

主任研究員

山　見　　　豊 職業能力開発総合大学能力開発研究センター 第４章

高度訓練研究室長

吉　田　信　也 職業能力開発総合大学校東京校　教授 第４章

渡　辺　　　裕 東京都産業労働局　能力開発支援課　

（注）執筆担当が重なる部分は共同執筆

【事　務　局】

能力開発研究センター　調査研究室
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